
サービス・活動事業（訪問型・通所型サービス）のみ利用の場合

※□で囲われる事業所の委託や指定の状況について地域包括支援センターの運営に関する専門委員会に報告を行います。

指定 一部委託
委託 一部委託

①指定申請（Ｒ６.４～） 一定の関与※
②指定

※地域包括支援センターは、委託や指定を受けた居宅介護支援事業所がケアプランを適切に作成しているか、内容が妥当か等について確認を行うなど引き続き関与します。

〇介護給付サービス

・居宅サービス

・地域密着型サービス

〇予防給付サービス

・介護予防サービス

・地域密着型介護予防サービス

〇介護予防・日常生活支援総合事業

・サービス・活動事業
（介護予防・生活支援サービス事業）

サービス利用の流れからみた 介護予防支援と介護予防ケアマネジメント

〇介護給付サービス

・施設サービス

在宅サービス

の利用希望

施設等への

入所・入居希望

◎居宅介護支援

・居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）によるケアプランの作成・

サービス利用の相談支援

◎介護予防支援

次のいずれかによるケアプランの作成・サービス利用の相談支援

・地域包括支援センター※

・地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所

・申請により指定を受けた居宅介護支援事業所（R6.4～）

◎介護予防ケアマネジメント（第一号介護予防支援事業）

次のいずれかによるケアプランの作成・サービス利用の相談支援

・地域包括支援センター※

・地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所地域包括支援センター

居宅介護支援事業所

地域包括支援センター 居宅介護支援事業所

【 介護予防支援事業所の指定と委託 】 【介護予防ケアマネジメント（第一号介護予防支援事業）の委託】
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都道府県・政令指定都市・中核市が
指定・監督を行うサービス

市町村が指定・監督を行うサービス

◎居宅サービス ◎地域密着型サービス

・訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・訪問入浴介護 ・夜間対応型訪問介護

・訪問看護 ・認知症対応型通所介護

・訪問リハビリテーション ・小規模多機能型居宅介護

・居宅療養管理指導 ・看護小規模多機能型居宅介護

・通所介護 ・地域密着型通所介護

・通所リハビリテーション ・認知症対応型共同生活介護

・短期入所生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護

・短期入所療養介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・特定施設入居者生活介護

・福祉用具貸与 ◎居宅介護支援

・特定福祉用具販売

◎施設サービス

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護医療院

◎介護予防サービス ◎地域密着型介護予防サービス

・介護訪問入浴介護 ・介護予防認知症対応型通所介護

・介護予防訪問看護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護

・介護訪問リハビリテーション ・介護予防認知症対応型共同生活介護

・介護予防居宅療養管理指導

・介護予防通所リハビリテーション ◎介護予防支援

・介護予防短期入所生活介護

・介護予防短期入所療養介護 地域支援事業

・介護予防特定施設入居者生活介護 ◎サービス・活動事業

・介護予防福祉用具貸与 ・訪問型サービス（第1号訪問事業）

・特定介護予防福祉用具販売 ・通所型サービス（第1号通所事業）

・介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防

　支援事業）

このほか居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給がある。
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